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１．変更申請における審査手数料の取扱いおよび運用マニュアルの改訂の内容 

改訂の目的 

 

 

 

 

 

 

（２）改定の内容 

 

 

※1「軽微な変更」 

   ・軽微な面積修正など 

   ・用途構成の変更割合が±５％未満のもの 

・事業主体が変更されたもの 

※複数回の変更が生じた場合、用途構成の変更累計±５％未満のものに限る 

※附置台数に増減がある場合は除く 

※大規模建築物は別途、個別協議とする 

⇒「変更届」で対応し、無償とする 

 

※2「軽微な変更以外」 

   ・「軽微な変更」に依らないもの 

（・用途構成の変更を伴うもの） 

（・用途構成の変更割合が、±５％以上のもの） 

（・隔地先の変更、追加が伴うもの） 

   ⇒「変更申請」で対応し、フロー図に則り、無償か有償かを判断する 

   ⇒「附置台数の変更なし」の場合、「変更届」で対応し、無償とする 

 

 

 

 

 

 

 
 
池袋地区駐車地域ルールの変更申請に関するフロー図  

 
 

 

Ⅰ．変更申請における審査手数料の取扱いおよび運用マニュアルの改訂について 

＜池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアル＞ 

○池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルについて、下記の改訂を行う。 

■１３．地域ルールの運用体制及び申請・審査の手続き（４６ページ） 

 ・「変更申請に伴う審査の手続」を追加 

 ・「池袋地区地域ルール変更申請に関するフロー（イメージ）」を追加 

○地域ルール適用申請後、建築計画の変更等が発生し、当初申請時の用途割合等の変更や長期事業にお

ける計画変更が発生している。 

○一方、現行の地域ルール運用マニュアルにおいては、「変更時の取扱い」に関する具体な取り決めが

ない。こうした状況を改めるため、変更申請に関する方針を定める。 

〇計画変更に際しては、「軽微な変更（※1）」と「軽微な変更以外（※2）」に分類し、フロー図のと

おり処理する。 
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２．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの新旧対応表 

 

改訂後（新たに追加） 改訂後（新たに追加） 

 

 

 

 


